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　　行政からのお知らせ

○
障
害
者
雇
用
優
良
事
業
所
等
の
表
彰

　

障
害
者
雇
用
優
良
事
業
所
等
の
努
力
と

功
績
を
称
え
表
彰
を
行
う
と
と
も
に
、
広

く
県
民
に
周
知
し
ま
す
。
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問
い
合
わ
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○
事
業
主
の
視
察
・
交
流
会

　

障
害
者
を
多
数
雇
用
し
て
い
る
事
業
所

や
福
祉
施
設
等
の
視
察
と
関
係
者
の
交
流

会
を
実
施
し
ま
す
。

日　
　

時　

９
月　

日
水

１５

　
　
　
　
　

９
時
～　

時
１６

集
合
場
所　

佐
賀
勤
労
者
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

（
メ
ー
ト
プ
ラ
ザ
）

9
月
は
「
障
害
者
雇
用
支
援
月
間
」
で
す

　

例
年
、
９
月
を
「
障
害
者
雇
用
支
援
月
間
」
と
定
め
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
と
職
業
の

安
定
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
及
び
団
体
が
連
携
し
て
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
事
業

主
は
じ
め
広
く
県
民
の
理
解
と
協
力
を
一
層
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
次
の
活
動
を
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

　

平
成　

年
９
月　

日
木
ま
で
に
申
請
す

２２

３０

れ
ば
４
月
分
か
ら
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

期
限
を
過
ぎ
る
と
、
申
請
し
た
翌
月
分

か
ら
の
手
当
し
か
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
健
康
課　

社
会
福
祉
係　

☎　
−

６
１
１
８

７５

※
子
ど
も
手
当
と
は
、
中
学
校
修
了
前
の

子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方
へ
、
子
ど
も

一
人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
が
支
給
さ

れ
る
制
度
で
す
。

【
申
請
が
必
要
な
方
と
は
？
】

　

中
学
２
・
３
年
生
の
子
ど
も
が
い
る
方

や
、
所
得
制
限
等
で
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
か
っ
た
方
（
公
務
員
の
方
は
勤
務

先
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

※
申
請
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
４

月
に
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
手
当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

平
成　

年
３
月
ま
で
の
児
童
手
当
制
度
に
か
わ
り
、
４
月
か
ら
「
子
ど
も
手
当
制
度
」
が

２２

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
制
度
開
始
に
よ
る
「
子
ど
も
手
当
」
の
申
請
が
必
要
な
方
で
、
ま
だ
済

ん
で
い
な
い
方
は
、
９
月　

日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

３０

　
　農作物被害防止のため、猟友会による一
斉駆除を行います。

対象　イノシシ・カラス・ドバト
日時　９月２５日（土）　
　　　午前５時３０分～８時３０分まで
方法　銃器、捕獲おり、わなによる捕獲
区域　市街地（特定猟具使用禁止区域
　　　（従来の銃猟禁止区域））を除く
　　　多久市内一円

○伝書鳩等を飼育している方は駆除日には放
　さないでください。
○山に入るときは、事故防止のため、目立つ
　服装やラジオを携帯するなど、人がいるこ
　とが周りにわかるようにしてください。

■問い合わせ　
農林課　農政係　☎７５－４８２５

有害鳥獣一斉駆除を
行います

児童館の児童厚生職員
（委託）を募集します

業務内容　子どもへの健全な遊びの提供・
　　　　　援助
応募資格　昭和２５年４月２日～平成元年４
　　　　　月１日生まれで、児童厚生員・
　　　　　保育士・幼稚園教諭・小学校教
　　　　　諭・中学校教諭・高校教諭のい
　　　　　ずれかの資格があり、多久市内
　　　　　にお住まいの方
採用人員　１人
期　　間　平成２２年１０月１日
　　　　　　　　　　～平成２３年３月３１日
勤務条件　月曜日～土曜日　９時半～１７時
　　　　　（週４回　１日６時間程度）
委 託 料　月額７万円程度
応募方法　９月２４日金必着で履歴書を送付
　　　　　するかご持参ください。９月２７
　　　　　日月に面接を予定しています。
■問い合わせ
　福祉健康課　社会福祉係　☎７５－６１１８


